
開発許可制度運用指針（抜粋）

Ⅲ－７－１ 法第３４条第１４号等の運用

、 、法第３４条第１４号及び令第３６条第１項第３号ホの規定については 優良な農地等

優れた自然環境を有する区域、災害の発生のおそれがある区域など保全することが適当

な区域を除き、法第３４条の趣旨に照らしながら、法の委任に基づく条例や審査基準の

制定等を通じて、地域の実情等に応じた運用を行うことが望ましい。第１号から第１３

号までに該当しない開発行為については、地域の特性、社会経済の発展状況の変化、市

街化区域を含めた市街化の状況、区域区分の態様等の事情を総合的に勘案し、必要があ

れば技術基準を適切に定めるなどして、当該開発行為又は建築行為の予定建築物等の用

途（法及び建築基準法で定められている用途地域等における定め方を参考にすることが

望ましい 、目的、位置、規模等を個別具体的に検討して、周辺の市街化を促進する。）

おそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる場

合は、第１４号に基づいて許可しても差し支えなく、地域の実情に沿った円滑な制度の

運用を図ることが望ましい。なお、平成１８年の法改正前であれば、計画的な開発であ

ることから改正前の法第３４条第１０号イに基づいて許可を受けることが可能であった

と考えられる大規模な開発行為については、地区計画に定められた内容に適用して行わ

れる場合に第１０号に基づく許可を行うことが望ましく、原則として、本号に基づく許

可を行うことは適切でないことに留意すること。

この趣旨を踏まえ、通常原則として許可して差し支えないものと考えられるものとし

て、次のような建築物の用に供する開発行為が考えられる。

（ ）老人福祉法第２９条第１項に規定する有料老人ホームのうち、設置及び運営が国の14
定める基準等に適合する優良なものであって、その立地がやむを得ないと認められる

もの

具体的な運用に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。

① 「設置及び運営が国の定める基準等に適合する優良なもの」とは、当該有料老人

ホームの設置及び運営が厚生労働省の策定する有料老人ホーム設置運営標準指導指

針又は都道府県が当該指針を参考に策定する指導指針における基準に適合してお

り、かつ、独立行政法人福祉医療機構等の公的融資を受けて建設されるものである

こと。

② 当該有料老人ホームに係る権利関係は利用権方式又は賃貸方式のものであること

とし、分譲方式のものは老人福祉法第２９条第１項に規定する有料老人ホームには

当たらないことから認められないこと。

③ 「立地がやむを得ない」とは、当該有料老人ホームが市街化調整区域に立地する

病院又は特別養護老人ホーム等が有する医療、介護機能と密接に連携しつつ立地す

る必要がある場合、入居一時金及び利用料に関する国の基準等がある場合に適正な

料金設定のため不可避の場合等施設の機能、運営上の観点から市街化区域に立地す

ることが困難又は不適当であること。

④ 当該有料老人ホームの立地につき、その開発区域を管轄する市町村の福祉施策、

都市計画の観点から支障がないことについて、当該市町村長が承認を与えたもので

あること。

⑤ 独立行政法人福祉医療機構等の公的融資を受けられないものであっても、地域の

特性、経済社会の発展状況の変化、市街化区域を含めた市街化の状況、市街化区域

と市街化調整区域に係る区域区分の態様等の事情を総合的に勘案し、当該開発行為

又は建築行為の目的、位置、規模等を個別具体的に検討し、有料老人ホーム担当部

局と十分な連絡調整の上、安定的な経営確保が図られていることが確実と判断され

るものについては、開発許可の審査対象として差し支えない。

※開発許可制度運用指針の全文については、国土交通省ホームページへ

http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/kaihatu_kyoka/kyoka_seido/05_shishin.htm


